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市街化調整区域に通算10年以
上住んでいれば、周辺地域に
新たな土地を購入しても戸建
住宅が建築可能になりました！

これまでは、昭和46年以前
に土地を取得していること、
または、相続が確実な土地
であることなどが条件でした。

■「１０年以上住んでいた」とは・・・
　「生まれてから小学校卒業まで住んでいた」
「借家に１０年間住んでいた」など、時期は問
われません。通算して１０年以上居住してい
たことが、戸籍附票などで確認できる方が
対象です。
■「周辺地域」とは・・・
　住んでいた土地と同じ小学校区か、住ん
でいた大字に隣接する
大字のことです。

■ 住宅建築に関するルールについて
　集落区域内の良好な住環境を形成するために、次の
新たなルールを定めました。
①敷地面積
　２００㎡（約６０坪）以上５００㎡（約１５１坪）未満とします。
（市街化区域に隣接する地区は１５０㎡以上）
②外壁後退
　敷地の境界から建物外壁面までの距離を１．０ｍ以上
　離すこととします。
③専用通路
　道路に接していない敷地で建築する場合には、次の
幅員の専用通路が必要になります。
　■敷地が道路から１５ｍ以内の場合は幅員２．０ｍ以上
　■敷地が道路から１５ｍ～３５ｍの場合は幅員４．０ｍ以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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を
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縁
者
の
住
宅
区
域
」
の
指

定
を
受
け
、
平
成
２２
年
１
月
８
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

地
縁
者
の
住
宅
区
域
と
は
　

　
こ
れ
ま
で
、
市
街
化
調
整
区
域

内
で
は
、
都
市
計
画
の
線
引
き
（
昭

和
４６
年
３
月
）
以
前
か
ら
相
続
し

た
土
地
を
持
っ
て
い
る
場
合
（
分

家
住
宅
）
や
、
農
業
従
事
者
の
た

め
の
住
宅
（
農
家
住
宅
）
な
ど
以

外
は
住
宅
を
建
築
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
し
か
し
、
特
別
指
定
区
域
の
指

定
を
受
け
た
こ
と
で
、
指
定
区
域

内
で
は
、
市
街
化
調
整
区
域
に
通

算
し
て
１０
年
以
上
住
ん
で
い
れ
ば
、

住
ん
で
い
た
場
所
の
周
辺
地
域
で

新
た
に
土
地
を
取
得
し
た
場
合
で
も
、

許
可
を
受
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な
お
、
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築
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縁
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追
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受
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築
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が
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す
。
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■Ｕターンして生まれた地区に住みたい

■就職で加東市を離れたが育った土地に帰りたい

■分家したいが相続できる土地がない

■アパートから持ち家へ転居したい

◆「地縁者の住宅区域」の指定を受けたことで ◆

「地縁者の
 住宅区域」に指定


